
様 式 第 六 号 （ 第 四 条 関 係 ） （ 第 １ 面 ）

※ ※ 整 理 番 号 第 号

※ ※ 市 区 町 村 ※経 由 町 村 名 令 和 ・ ・ 町 村 提 出 令 和 ・ ・ 第 号 ※ 町 村 再 提 出 令 和 ・ ・ 第 号受 付 年 月 日

児 童 扶 養 手 当 現 況 届 （ 令 和 年 分 ）

※ ③ 障 害 の 有 無 ※ 第 ９ 条 ・ 第 ９ 条 の ２ の 区 分 変 更 名 称 口 座 番 号
既 認 定 ・ ② 氏 名 ( 歳 ) ⑦

① 証 書 番 号 第 号 前 年 度 今 年 度
あ る ・ な い 有

新 規 認 定 個 人 番 号 第９条・第９条の２ 第９条・第９条の２ ・

職 業 又 は 勤 務 先 無
④ 住 所 ⑤ ⑥

勤 務 先 名 所 在 地 □ 公 金 受 取 口 座 を 利 用 し ま す 。
Ｔ Ｅ Ｌ （ ） Ｔ Ｅ Ｌ （ ）

⑫ ⑬ 所 得 額 控 除
同 一 生 計 配 偶 ⑫ 以 外 で 前 ㉔ 所 得 制 限 限 度 額
者 及 び 扶 養 親 年 の 1 2月 3 1 ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ 児 童 扶 養 控 除 後 の

平 成 族 の 合 計 数 （ う 日 に お い て 児 童 扶 養 児 童 扶 養 障 害 者 寡 婦 控 除 ・ ひ と 雑 損 医 療 費 小 規 模 配偶者 特 定 地 方 税 手 当 法 施
・ ち 老 人 扶 養 親 受 給 者 に よ 手 当 法 施 手 当 法 施 合 控 除 り 親 控 除 （ 請 求 控 除 控 除 企 業 共 特 別 親 族 法 附 則 行 令 第 ４ 所 得 額

令 和 族 の 数 （ 受 給 つ て 生 計 を 行 令 第 ４ 行 令 第 ３ 者 が 母 又 は 父 の 済 等 掛 控 除 特 別 第 ６ 条 条 第 １ 項
氏 名 者 に つ い て は 、 維 持 し て い 条 第 １ 項 条 に 定 め 場 合 は 控 除 し な 金 控 除 控 除 第 １ 項 に よ る 全 一

年 ○イ 7 0歳 以 上 の 同 た 児 童 に よ る 所 る 金 品 等 い ) 、 勤 労 学 生 に よ る 免 除 部 部
一 生 計 配 偶 者 得 の 額 の 額 控 除 等 免 除 支 支
及 び 老 人 扶 養 計 肉 用 牛 給 給

分 所 得 親 族 の 合 計 数 の 売 却
○ロ 特 定 扶 養 親 に よ る
族 の 数 ○ハ 1 6 歳 Ａ +Ｂ 事 業
以 上 1 9 歳 未 満 所 得
の 控 除 対 象 扶
養 親 族 の 数 ））

⑧ 人 円 円 円 円 円 円 円 障 人 寡 ･ひ と り ･勤 円 円 円 円 円 円 円 円 円
受 給 者 （ ○イ 人 ） 人 特 人

（ ○ロ 人 ）
（ ○ハ 人 ） ※ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

⑨ 円 障 人 寡 ･ひ と り ･勤 円 円 円 円 円 円 円 円
孤 児 等 人 特 人
の 養 育 （ 人 ） 人
者 ※ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 障 人 寡 ･ひ と り ･勤 円 円 円 円 円 円 円 円
⑩ 人 特 人
配 偶 者 （ 人 ）

※ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 障 人 寡 ･ひ と り ･勤 円 円 円 円 円 円 円 円
⑪ 人 特 人
扶 養 義 （ 人 ）
務 者 ※ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

身 体 障 害 者 手 帳 等 の
㉕ 児 童 氏 名 続 柄 生 年 月 日 同 居 ・ 別 居 の 別 受 給 理 由 入 所 施 設 名 障 害 の 有 無 ※ 再 診

名称、障害等級及び番号
本年８月
１ 日 に 有 ・ 無 ・ ・
お け る
対象児童 有 ・ 無 ・ ・
の 状 況

有 ・ 無 ・ ・

有 ・ 無 ・ ・

氏 名
㉖

１ (ア ) 受 け る こ と が で き な い ㉗ 氏 名
父 又 は 公 的 年 金 の (イ ) 支 給 停 止 （ 種 類 ： 障 害 等 級 ： 基礎年金番号・年金コード ： ） 父又は母
母の障害 (ウ ) 受 け る こ と が で き る が 拘 禁
について ２ ㉕ に 記 載 し た 児 童 が 額 の 加 算 の 対 象 に さ れ て

受 給 状 況 (ア ) な つ て い な い い る 場
(イ ) な つ て い る （ 加 算 の 年 額 ： 円 ） 合 拘 禁 終 了

予 定 年 月 日 令 和 ・ ・
身 体 障 害 者 手 帳 の 父 又 は 母 の
番 号 及 び 障 害 等 級 職業又は勤務先名

㉘ 父 又 は 母 の 死 亡 に 関 し ㉕ に 記 載 し た 児 童 が 受 け る こ と が で き る 公 的 年 金 又 は 遺 族 補 償 の 受 給 状 況 ㉙ 受 給 者 の 公 的 年 金 受 給 状 況

１ 受 け る こ と が で き る １ 受 け る こ と が で き る
２ 支 給 停 止 種 類 ( ) 基礎年金番号・年金コード（ ） ２ 支 給 停 止 種 類 ( ) 基礎年金番号・年金コード （ ）
３ 受 け る こ と が で き な い 年 額（ 円 ） ３ 受 け る こ と が で き な い 年 額 （ 円 ）

㉚ 受 給 者 が 障 害 基 礎 年 金 等 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に お け る 受 給 者 が 受 け る こ と が で き る 公 的 年 金 上 記 の と お り 、 相 違 な く 現 況 を 届 け 出 ま す 。
（ ㉕ に 記 載 し た 児 童 を 有 す る 受 給 者 に 係 る 加 算 に 係 る 部 分 に 限 る 。） の 受 給 状 況 令 和 年 月 日

都 道 府 県 知 事 （ 福 祉 事 務 所 長 ）
１ 受 け る こ と が で き る 種 類 ( ) 基礎年金番号・年金コード （ ） 殿
２ 支 給 停 止 市 町 村 長 （ 福 祉 事 務 所 長 ） 氏 名

年 額（ 円 ）
※ １ 世 帯 の 全 員 の 住 民 票 の 写 し ２ 別 居 監 護 申 立 書 ・ 証 明 ３ 養 育 申 立 書 ・ 証 明 ４ 生 死 不 明 証 明 書 ５ 遺 棄 申 立 書 ・ 証 明 ６ 拘 禁 の 証 明 書 ７ 戸 籍 の 謄 本 又 は 抄 本
添 付 書 類

８ 前 住 地 の 所 得 証 明 書 ９ 養 育 費 等 に 関 す る 申 告 書 10 そ の 他 （ ）

前 年 度 今 年 度 そ の 他 の 事 項※ 本 年 又 は 前 年 の 有 （ ） ・ 無 支 給 停 止

審 被 災 の 有 無 令 和 ・ ・ の 状 況 支 給 ・ 一 部 停 止 ・ 全 部 停 止 支 給 ・ 一 部 停 止 ・ 全 部 停 止

査 上 記 の と お り 、 相 違 あ り ま せ ん 。 令 和 年 月 日

◎ 裏 面 を よ く 読 ん で か ら 記 入 し て く だ さ い 。 ※ 、 ※ ※ の 欄 は 記 入 す る 必 要 が あ り ま せ ん 。 字 は 楷 書 で は つ き り と 書 い て く だ さ い 。
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（ 第 ２ 面 ）
注 意

１ こ の 届 け は 、 毎 年 ８ 月 １ 日 か ら ８ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 出 し て く だ さ い 。 こ の 期 間 中 に 出 さ な い と 手 当 の 支 払 が 差 し 止 め ら れ る こ と が あ り ま す 。

２ ⑦ の 欄 は 、「 有 ・ 無 」 の う ち 該 当 す る 文 字 を ○ で 囲 ん で く だ さ い 。「 有 」 の 場 合 は 、 変 更 を 希 望 す る 金 融 機 関 の 名 称 及 び 口 座 番 号 を 記 入 し て く だ さ い 。 た だ し 、 公 的 給 付 の 支 給 等 の 迅 速 か つ
確 実 な 実 施 の た め の 預 貯 金 口 座 の 登 録 等 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ３ 年 法 律 第 3 8号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 、 第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 登 録 に 係 る 口 座 と し て 、 公 金 受 取 口 座 を 利 用 す る 場 合
は 、「 公 金 受 取 口 座 を 利 用 し ま す 。」 の チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス に 「 レ 」 マ ー ク を 入 れ 、 ⑦ の 欄 に 記 載 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。

３ ⑪ の 欄 は 、 あ な た と 生 計 を 同 じ く し て い る （ 又 は あ な た が 養 育 者 で あ る 場 合 は あ な た の 生 計 を 維 持 し て い る ） あ な た の 父 母 、 祖 父 母 、 子 、 孫 等 の 直 系 血 族 と 兄 弟 姉 妹 が あ る と き に 記 入 し て く だ さ い 。

４ ⑫ の 欄 は 、 地 方 税 法 （ 昭 和 2 5年 法 律 第 2 2 6号 ） に 定 め る 同 一 生 計 配 偶 者 及 び 扶 養 親 族 （ 控 除 対 象 扶 養 親 族 に 該 当 し な い 3 0歳 以 上 7 0歳 未 満 の 扶 養 親 族 を 除 く 。 以 下 「 扶 養 親 族 等 」 と い う 。） の
合 計 数 を 記 入 し て く だ さ い 。
なお、地方税法に定める同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）、老人扶養親族及び特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の同法に定める控除対象扶養親族があるときは、その人数を次により（ ）内に再掲してください。
(１ ) 受 給 者 に つ い て は 、 ○イ に 7 0歳 以 上 の 同 一 生 計 配 偶 者 及 び 老 人 扶 養 親 族 の 合 計 数 を 、 ○ロ に 特 定 扶 養 親 族 の 数 を 、 ○ハ に 1 6歳 以 上 1 9歳 未 満 の 控 除 対 象 扶 養 親 族 の 数 を 記 入 し て く だ さ い 。
(２ ) 配 偶 者 及 び 扶 養 義 務 者 に つ い て は 、 老 人 扶 養 親 族 の 数 を 記 入 し て く だ さ い 。

５ ⑬ の 欄 の 「 児 童 」 と は 、 地 方 税 法 に 定 め る 扶 養 親 族 以 外 の 者 （ 18歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 3 1日 ま で の 間 に あ る 者 を い う 。） 又 は 障 害 の 状 態 に あ る 20歳 未 満 の 者 を い い ま す 。

６ ⑭ の 欄 は 、 前 年 の 所 得 に つ い て 、 都 道 府 県 民 税 の 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 、 山 林 所 得 金 額 、 土 地 等 に 係 る 事 業 所 得 等 の 金 額 、 長 期 ・ 短 期 譲 渡 所 得 金 額 （ 譲 渡 所 得 に 係 る 特 別 控 除 を 受 け た 場
合 は 、 そ の 額 を 控 除 し た 額 ） 及 び 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 合 計 額 を 記 入 し て く だ さ い 。

７ ⑮ の 欄 は 、 請 求 者 が 母 で あ る 場 合 に は 、 そ の 児 童 の 父 か ら 、 請 求 者 が 父 で あ る 場 合 に は 、 そ の 児 童 の 母 か ら 、 対 象 児 童 に つ い て の 扶 養 義 務 を 履 行 す る た め の 費 用 と し て 受 け 取 つ た 金 品 等 の
所 得 の 金 額 を 記 入 す る と と も に 、 そ れ ぞ れ 母 若 し く は 父 又 は 児 童 に 支 払 わ れ た 額 と そ の 金 額 の ８ 割 に 相 当 す る 額 （ １ 円 未 満 四 捨 五 入 ） を 記 入 し 、 合 計 の 欄 に は 、 そ れ ぞ れ の 金 額 の ８ 割 に 相 当
す る 額 の 合 計 額 を 記 入 し て く だ さ い 。

８ ⑯ の 欄 は 、 あ な た 又 は 扶 養 親 族 等 に つ い て 該 当 す る 人 の 数 を 記 入 し 、 ⑰ の 欄 は 、 あ な た が 該 当 す る と き に 、 該 当 す る 文 字 を ○ で 囲 ん で く だ さ い 。

９ ⑰ の 欄 は 、 寡 婦 控 除 若 し く は ひ と り 親 控 除 又 は 勤 労 学 生 控 除 を 受 け た 場 合 は 、 そ の 額 を 記 入 し て く だ さ い 。 な お 、 請 求 者 が 母 で あ る 場 合 に は 、 寡 婦 控 除 及 び ひ と り 親 控 除 の 額 、 請 求 者 が 父 で
あ る 場 合 に は 、 ひ と り 親 控 除 の 額 は 控 除 し ま せ ん 。

10 ㉕ の 欄 の 「 受 給 理 由 」 に は 、 次 の イ か ら ヨ ま で に 該 当 す る 事 項 を 選 び 、 そ の 符 号 を 記 入 し て く だ さ い 。
イ 父 母 が 婚 姻 を 解 消 し た 。
ロ 父 が 死 亡 し た 。
ハ 父 が 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 別 表 第 ２ に 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に あ る 。
ニ 父 の 生 死 が 明 ら か で な い 。
ホ 父 が 引 き 続 き １ 年 以 上 遺 棄 し て い る 。
ヘ 父 が 母 の 申 立 て に よ り 保 護 命 令 を 受 け た 。
ト 父 が 法 令 に よ り 引 き 続 き １ 年 以 上 拘 禁 さ れ て い る 。
チ 母 が 死 亡 し た 。
リ 母 が 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 別 表 第 ２ に 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に あ る 。
ヌ 母 の 生 死 が 明 ら か で な い 。
ル 母 が 引 き 続 き １ 年 以 上 遺 棄 し て い る 。
ヲ 母 が 父 の 申 立 て に よ り 保 護 命 令 を 受 け た 。
ワ 母 が 法 令 に よ り 引 き 続 き １ 年 以 上 拘 禁 さ れ て い る 。
カ 母 が 婚 姻 に よ ら な い で 懐 胎 し た 。
ヨ そ の 他

1 1 ㉕ の 欄 の 「 身 体 障 害 者 手 帳 等 の 名 称 、 障 害 等 級 及 び 番 号 」 に は 、 そ の 児 童 が 障 害 の 状 態 に あ る こ と に よ り 身 体 障 害 者 手 帳 又 は 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 場 合 に は 、 そ の 名 称 、 そ の 手 帳 に
記 載 さ れ て い る 障 害 等 級 及 び 番 号 を 記 入 し て く だ さ い 。

1 2 ㉖ の 欄 は 、 ㉕ の 欄 の 「 受 給 理 由 」 に ハ 又 は リ と 記 入 し た 方 だ け が 記 入 し て く だ さ い 。 公 的 年 金 の 種 類 に は 、 下 の 「 公 的 年 金 の 種 類 」 か ら 該 当 す る 事 項 を 選 び 、 そ の 符 号 を 記 入 し て く だ さ い 。

1 3 ㉖ 、 ㉘ か ら ㉚ ま で の 欄 の 「 受 け る こ と が で き る 」 と は 、 現 に 受 け て い る と き 、 申 請 中 で あ る と き 又 は 申 請 す れ ば 受 け と る こ と が で き る 状 態 に あ る と き を い い ま す 。

1 4 ㉘ か ら ㉚ ま で の 欄 は 、 対 象 児 童 又 は あ な た が 公 的 年 金 、 遺 族 補 償 若 し く は 障 害 基 礎 年 金 等 を 受 け る こ と が で き る か 又 は そ の 支 給 が 停 止 さ れ て い る と き は 、 下 の 「 公 的 年 金 の 種 類 」、「 遺 族 補
償 の 種 類 」 若 し く は 「 障 害 基 礎 年 金 等 の 種 類 」 か ら 該 当 す る 事 項 を 全 て 選 び 、 そ の 全 て 符 号 を 記 入 し て く だ さ い 。 ま た 、 そ の 支 給 が 停 止 さ れ て い る と き は 、 そ の 期 間 も 記 入 し て く だ さ い 。 な
お 、「 公 的 年 金 の 種 類 」 と 「 障 害 基 礎 年 金 等 の 種 類 」 の 両 方 に 該 当 す る 給 付 が あ る 場 合 に あ つ て は 、「 障 害 基 礎 年 金 等 の 種 類 」 か ら そ の 符 号 を 記 入 し て く だ さ い 。

◎ こ の 届 け に つ い て 分 か ら な い こ と が あ り ま し た ら 、 市 役 所 、 区 役 所 又 は 町 村 役 場 の 人 に よ く 聞 い て く だ さ い 。
◎ 虚 偽 の 内 容 を 記 載 し た 場 合 に は 、 手 当 額 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 の ほ か 、 一 定 の 金 額 の 納 付 を 命 ぜ ら れ 、 ま た 、 処 罰 さ れ る 場 合 が あ り ま す 。

イ 老 齢 福 祉 年 金 ヤ 障 害 基 礎 年 金
ロ イ 以 外 の 国 民 年 金 障 マ 旧 国 民 年 金 法 に よ る 障 害 年 金
ハ 厚 生 年 金 保 険 の 年 金 ケ 旧 厚 生 年 金 保 険 法 に よ る 障 害 年 金
ニ 船 員 保 険 の 年 金 害 フ 旧 船 員 保 険 法 に よ る 障 害 年 金
ホ 恩 給 コ 恩 給 法 に よ る 増 加 恩 給 、 傷 病 年 金 及 び 特 例 傷 病 恩 給

公 ヘ 国 家 公 務 員 共 済 組 合 の 年 金 基 エ 戦 傷 病 者 の 障 害 年 金
ト 条 例 に よ る 地 方 公 務 員 の 年 金 テ 未 帰 還 者 の 留 守 家 族 手 当

的 チ 地方公務員共済組合、地方議会議員共済会、地方団体関係団体職員共済組合又は旧市町村職員共済組合の年金 礎 ア 労 働 者 災 害 補 償 保 険 の 障 害 補 償 年 金 、 傷 病 補 償 年 金 、 複 数 事 業 労 働 者 障 害 年 金 、 複 数 事
リ 日 本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 済 事 業 団 の 年 金 業 労 働 者 傷 病 年 金 、 障 害 年 金 及 び 傷 病 年 金

年 ヌ 農 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組 合 の 年 金 年 サ 国 家 公 務 員 災 害 補 償 制 度 の 傷 病 補 償 年 金 及 び 障 害 補 償 年 金
ル 国 会 議 員 互 助 年 金 キ 公 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 制 度 の 傷 病 補 償 年 金 及 び

金 ヲ 日 本 製 鉄 八 幡 共 済 組 合 の 年 金 金 障 害 補 償 年 金
ワ 執 行 官 の 恩 給 ユ 地 方 公 務 員 災 害 補 償 制 度 の 傷 病 補 償 年 金 及 び 障 害 補 償 年 金 （ 条 例 に よ る 補 償 で こ れ ら に

の カ 旧令による共済組合等からの年金受給者のために国家公務員共済組合連合会が支給する年金 等 相 当 す る も の を 含 む 。）
ヨ 戦 傷 病 者 、 戦 没 者 遺 族 の 年 金 又 は 給 与 金 メ 旧 国 家 公 務 員 等 共 済 組 合 法 に よ る 障 害 年 金

種 タ 未 帰 還 者 の 留 守 家 族 手 当 又 は 特 別 手 当 の ミ 旧 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 に よ る 障 害 年 金
レ 労 働 者 災 害 補 償 保 険 の 年 金 シ 旧 私 立 学 校 教 職 員 共 済 組 合 法 に よ る 障 害 年 金

類 ソ 国 家 公 務 員 災 害 補 償 制 度 の 年 金 種 ヱ 国 会 議 員 の 公 務 傷 病 年 金
ツ 公 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 制 度 の 年 金 ヒ 執 行 官 の 増 加 恩 給
ネ 地 方 公 務 員 災 害 補 償 制 度 の 年 金 類

※ なお、ケ、メ、ミ及びシは障害の程度が一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。
ナ 労 働 基 準 法 に よ る 遺 族 補 償

遺 ラ 国 会 職 員 法 に よ る 災 害 補 償
族 ム 船 員 法 に よ る 遺 族 手 当
補 ウ 災 害 救 助 法 に よ る 遺 族 扶 助 金
償 ヰ 労 働 基 準 法 等 の 施 行 に 伴 う 政 府 職 員 に 係 る 給 与 の 応 急 措 置 に 関 す る 法 律 に よ る 遺 族 補 償
の ノ 警 察 官 の 職 務 に 協 力 援 助 し た 者 の 災 害 給 付 に 関 す る 法 律 に よ る 遺 族 給 付
種 オ 海 上 保 安 官 に 協 力 援 助 し た 者 等 の 災 害 給 付 に 関 す る 法 律 に よ る 遺 族 給 付
類 ク 証 人 等 の 被 害 に つ い て の 給 付 に 関 す る 法 律 に よ る 遺 族 給 付



（ 第 ３ 面 ）
添付書類（なお、省略できるものがある場合もありますので、市役所、区役所又は町村役場の人に確認してください。）

１ 本年の１月２日以降現住所に転入された方は、⑫から㉔までの欄に記入した事項について、前の住所地の市区町村長の証明書を添えて出してください。

２ あなたと対象児童の属する世帯の全員の住民票の写しを添えて出してください。

３ あなたが対象児童と同居していない母のときは、当該児童を監護していることを明らかにすることができる書類を添えて出してください。

４ あなたが対象児童と同居していない父のときは、当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類を添えて出してください。

５ あなたが養育者のときは、あなたが対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類を添えて出してください。

６ あなたが児童扶養手当法第９条の児童（父と母が、死亡したこと、生死不明であること、法令により引き続き１年以上拘禁されていること又は明らかでないことのいずれかに該当する児童をいう｡)の養育者であるときは、次の書類を添えて出してください。
イ 父又は母が死亡しているときは、当該父又は母の戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本（ただし、既にその書類を出しているときは必要ありません｡)
ロ 父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
ハ 父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
ニ 父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

７ ㉕の欄の「受給理由」にニ、ホ、ト、ヌ、ル又はワと記入した方は、その事実を明らかにすることができる書類を添えて出してください。

８ ㉕の欄の「受給理由」にヨと記入した方は、対象児童の戸籍の謄本又は抄本を添えて出してください。

９ このほかの書類も必要になる場合がありますので、詳しいことは市役所、区役所又は町村役場の人に聞いてください。


